
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  少額減価償却資産の損金算入特例              

Ｑ：少額減価償却資産の損金算入の特例が

改正されたそうですが、どのようになったの

ですか？                                         

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

少額減価償却資産の損金算入の特例は、中

小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取

得等して事業の用に供した場合に、一定の要

件の下、取得価額に相当する金額を損金に算

入することが認められるというものですが、

平成28年度の税制改正において、対象となる

中小企業者等を常時使用する従業員数が

1,000人以下の法人に限定されるとともに、適

用期限が平成30年３月31日まで延長されまし

た。 

この場合の常時使用する従業員数が1,000

人以下かどうかは、原則として、少額減価償

却資産を取得等した日及び事業の用に供した

日の現況により判定すべきであるが、事務負

担を考慮して、事業年度終了の日の現況によ

って判断してもよいとしています。 

そして、常時使用する従業員については、

雇用形態が常用であると日雇いであるとを問

わず、常時就労している職員、工員等(役員を

除く)の数によることとしており、この場合に

は、最盛期等に数ヶ月程度の期間労働者であ

っても常時使用する従業員の数に含めてよい

こととされています。 
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